
監査結果公表第４号 

   公の施設の指定管理者監査結果報告について 
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第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の種類     公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監査対象      社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会 

             健康福祉部 障害福祉課（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 事前調査期間    令和 ４年１２月１２日から令和 ５年 １月１８日まで 

 ４ 監査期間      令和 ５年 １月１９日 

 ５ 監査対象年度    令和３年度 

 ６ 監査対象事項    施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ７ 監査の主な実施内容 四日市市監査基準に基づき、監査対象への聞き取り調査や過去の監査

結果を踏まえて、出納その他の事務の執行に内在するリスクを想定し、

リスク発現を防止するための対応策を確認するとともに、出納その他

の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、関係職員から説

明を聴取したうえで、諸帳簿等の抽出調査を行った。公の施設の指定

管理者に対しては、条例及び協定書等に沿って適切な管理が行われて

いるか、また、所管所属に対しては、公の施設の指定管理者への指導

監督が適切に行われているかにそれぞれ重点を置いて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 

 １ 指定管理者の概要 

名  称  社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会 

代 表 者 会長  伊藤 八峯 

住  所 四日市市諏訪町２番２号 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 四日市市障害者福祉センター 

所  在  地 四日市市諏訪町２番２号 設置年月：平成２年８月 

指 定 期 間 平成３１年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

指定管理料 ３４，９８０，０００円（令和３年度） 

指定管理に 

係る収支状況 

(令和３年度) 

 収 入   ３４，９８０，４８３円 

 支 出   ３５，１２６，７１４円 

 収 支     △１４６，２３１円 
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利 用 実 績 

年間利用者数 

 令和元年度   ３０，６４４人 

 令和２年度   ２１，９６４人（前年度比 ８，６８０人減） 

  令和３年度   １５，９６３人（前年度比 ６，００１人減） 

 

 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 障害者デイサービス事業の実施に関すること。 

   イ 障害者デイサービスに係る使用許可、センターの施設の使用許可・取消し等に関するこ

と。 

   ウ 施設等の維持管理に関すること。 

   エ その他、センターの運営に関すること。 

 

 ４ 収支状況                              （単位：円） 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

指定管理料 ３４，９８０，０００ ３４，９８０，０００ ０ 

その他収入 ０ ４８３ ４８３ 

収入 計 ３４，９８０，０００ ３４，９８０，４８３ ４８３ 

人件費 ３０，６６９，０００ ２７，６３８，９２２ △３，０３０，０７８ 

消耗品費 ８６７，０００ ６５６，０７７ △２１０，９２３ 

燃料費 １９２，０００ ６０，８４８ △１３１，１５２ 

印刷製本費 ６０，０００ ２，８７０ △５７，１３０ 

修繕料 ３２０，０００ ３７，４１５ △２８２，５８５ 

通信運搬費 ３００，０００ ２６２，３８４ △３７，６１６ 

保険料 ２４７，０００ １７２，９７０ △７４，０３０ 

委託料 ３，９８１，０００ ２，３６９，６６４ △１，６１１，３３６ 

賃借料 １，７１９，０００ １，１２６，８３６ △５９２，１６４ 

その他 ２８，０００ ９，０００ △１９，０００ 

委託・提案事業費 ６０，０００ ０ △６０，０００ 

一般管理費 ２，７９３，０００ ２，７８９，７２８ △３，２７２ 

支出 計 ４１，２３６，０００ ３５，１２６，７１４ △６，１０９，２８６ 

収  支 △６，２５６，０００ △１４６，２３１ ６，１０９，７６９ 
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第３ 監査の着眼点 

１ 想定されるリスクからの着眼点 

  事務事業におけるリスクについて事前調査でのリスク評価や聞き取りにより設定した。 

●指定管理者【社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会】 

 （１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われ

ないリスク 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

●所管所属【健康福祉部 障害福祉課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

（３）指定管理料の算定及び支出の手続におけるリスク 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）・合規性等の視点からの着眼点 

   事務事業の合規性や正確性のみならず、経済性、効率性、有効性の視点等から設定した。 

 

第４ 監査の結果 

   上記の着眼点に基づき監査を行った結果、次のとおり、内在するリスクや事務の一部に是正

又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意

するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく報告されたい。 

 

１ 想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果 

【社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会】 

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

◆施設が、関係法令、条例等の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって適切に管

理されず、安全性が不十分となっていないか。具体的には、使用者の安全や施設の景観を

損なうような状況が発生していないかを適宜確認し、何かあれば速やかに対処されている

か、協定書等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 四日市市障害者福祉センター（以下「障害者福祉センター」という。）は四日市市総

合会館内にあり、維持管理業務のうち、施設清掃、施設警備、空調設備保守点検、消

防設備保守点検、電気設備保守点検等については、総合会館を一括管理する管財課が

業務委託で実施することとなっており、基本協定書にもその旨が記載されている。指

定管理者としては、利用者から施設に関する意見等を聞き取った際には、必要に応じ

て管財課へ連絡を入れるなど、利用者が安全かつ快適に施設を使用することができる

よう努めている。 
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（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われな

いリスク 

◆施設の使用許可、利用に係る料金の収納や減免、還付等の手続が適正に行われているか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 施設の使用許可、利用に係る料金の収納や還付等について、障害者福祉センター条

例の規定に基づき適正な事務処理を行っている。なお、障害者福祉センターの使用料

の徴収の事務を指定管理者に委託することの告示及び公表も所管部局にて適切に行わ

れている。 

 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

◆施設の管理に係る収支会計処理は、証拠書類を整えた上で適切に行われているか。指定管

理業務に関する会計が、指定管理者の団体としての業務に関する会計とまとめて会計管理

されたり、指定管理料が団体としての業務の経費と混同されたりしていないか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

× 施設管理業務に係る収支と、団体としての業務に関する収支は明確に分けられてお

り、所管部局による内容の確認を受けている。 

  ただし、現金出納簿の記載において、一部不適切と思われる事例が見受けられた。 

 

    意 見 

小口現金を取り扱う際においては、適切かつ速やかに小口現金出納表に記載を行い、

適切な現金の管理に努めること。 

 

 【健康福祉部 障害福祉課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

◆ア 指定管理者の指定において、法、条例等に基づいた、適正・公正な指定が行われず、

偏った視点で指定されたり、当該施設の目的やコンセプトに沿った管理運営を行うにあ

たり不適当な団体が指定されたりするリスクはないか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 指定管理者の選定については、平成３０年度において、四日市市公の施設に係る指

定管理者の指定の手続等に関する条例第２条第２項第１号に基づき公募によらない特

定した候補者として選定し、指定管理者選定委員会の審査の結果、当該団体が指定管

理者に選定されている。 

 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

◆指定管理者への指導監督は適正に行われているか。モニタリング評価は適切に行われてい

るか。 
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    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 指定管理者から、月次報告書、年次報告書等を受理し、ヒアリングや協議も行った

り、適宜施設を訪問したりして、適切に業務の履行確認を行っている。 

モニタリング評価は、マニュアル及び実施手順書に基づき適切に行っている。 

 

（３）指定管理料の算定及び支出の手続におけるリスク 

◆指定管理料は、年度協定書、仕様書等に定める指定管理業務内容を実施する上で適正な金

額を見積もって算定されているか。指定管理料の支出の手続は、年度協定書、仕様書等に

規定されたとおり行われているか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 指定管理料は、実績金額をもとに、必要な指定管理業務内容に見合うように算定し

ているとのことである。 

指定管理料の支出の際は、年度協定書、仕様書等で定めた手続をとっている。 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果 

 【社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会】 

    指 摘 

管理運営規程の適正な整備について【合規性の視点】 

指定管理者が行う障害者福祉センターの管理運営について定める「四日市市障害者

福祉センター管理運営規程」において、引用条項や開館時間の記載など、改正されな

いままとなっている条文が見受けられた。現状にあわせた適切な形に改正すること。 

 

    意 見 

① コロナ禍における施設の活用のための取り組みについて【住民福祉向上の視点】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、施設の利用者数の減少がみられる状況に

おいて、言語訓練の一部や障害者福祉講座をオンラインで行うなど、コロナ禍におい

ても利用者が活用できるような取り組みを実施している。事業の性質上難しい部分も

あるかとは思われるが、今後もＩＣＴの活用などに積極的に取り組み、障害者が活用

しやすい事業や環境づくりに努めること。 

     ② 指定管理業務の適切な実施について【有効性の視点】 

       指定管理施設である障害者福祉センターの所長が、同じ部屋にある四日市市障害者

自立生活支援センター「かがやき」（指定管理者である四日市市社会福祉協議会の施設）

の所長を兼ねている。実際に業務を行うにあたっては、その業務が指定管理に含まれ

るか指定管理外であるかの区分を適切に行って業務にあたること。 

     ③ 他部局との連携について【有効性の視点】 

       施設を利用する障害児については、市のこども未来部や教育委員会とも連携を図り、

利用者の要望に応えられるよう努めること。 
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     ④ 利用者の意見の把握について【住民福祉向上の視点】 

       アンケートなどにより把握した利用者の意見等については、しっかりと受け止めつ

つ、所管課と密接な連携を図りながら課題の解決に努め、利用者のサービス向上につ

なげること。 

     ⑤ 非常勤運転手の業務について【効率性の視点】 

       非常勤の運転手については、送迎以外の時間は車両の管理のほかに事務の補助をし

ているとのことであるが、運転以外の時間においても無駄が生じることのないよう、

引き続き効果的な活用を図ること。 

 

 【社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会・健康福祉部 障害福祉課】 

    意 見 

     ① 指定管理者による適切な施設管理とその確認について【有効性の視点】 

       四日市市社会福祉協議会は、障害者福祉センター以外の施設の指定管理も行ってお

り、スムーズに業務を行うことができる一方で、市と指定管理者の間には適切な緊張

感が保たれるべきである。業務が仕様書通りに適切に行われているかの確認を、所管

課がいかに効率的に行うかということを意識しつつ、遺漏のないような形での指定管

理業務の実施に、所管課・指定管理者双方で協力して取り組むこと。 

     ② 事業収支における実施計画と指定管理料の適切な算定について【経済性の視点・効

率性の視点】 

       令和３年度の事業の実施計画においては、支出が収入を上回っており、指定管理料

では必要な経費を十分に賄えないような状態であると認識できる。実際に事業計画を

立てる際には、真に必要な事業内容であるかを十分精査するとともに、必要な事業が

行えるよう、適切な指定管理料の算定に努めること。 

     ③ 障害者福祉関係団体の活動場所の確保について【有効性の視点】 

       障害者福祉関係団体からは、活動できる場所が少ないとの声を聞くことがある。コ

ロナ禍で部屋の確保が難しくなったとのことであるが、新型コロナウイルス感染症の

流行に伴う相談も増え、その対応も必要である。こうした団体の活動を支援するため

にも、所管課と指定管理者は関係団体も含めて調整を行い、活動場所の確保に努める

こと。 
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第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の種類     公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監査対象      公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団 

             シティプロモーション部 文化課（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 事前調査期間    令和 ４年１２月１４日から令和 ５年 １月１８日まで 

 ４ 監査期間      令和 ５年 １月１９日 

 ５ 監査対象年度    令和３年度 

 ６ 監査対象事項    施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ７ 監査の主な実施内容 四日市市監査基準に基づき、監査対象への聞き取り調査や過去の監査

結果を踏まえて、出納その他の事務の執行に内在するリスクを想定し、

リスク発現を防止するための対応策を確認するとともに、出納その他

の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、関係職員から説

明を聴取したうえで、諸帳簿等の抽出調査を行った。公の施設の指定

管理者に対しては、条例及び協定書等に沿って適切な管理が行われて

いるか、また、所管所属に対しては、公の施設の指定管理者への指導

監督が適切に行われているかにそれぞれ重点を置いて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 

 １ 指定管理者の概要 

名  称 公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団 

代 表 者 理事長  小林 長久 

住  所 四日市市本町９番８号 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 四日市市三浜文化会館 

所  在  地 四日市市海山道町一丁目 1532-1 設置年月：平成２８年１２月 

指 定 期 間 令和３年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

指 定 管理料 ７７，０００，０００円（令和３年度） 

指 定 管理に 

係る収支状況 

(令和３年度) 

 収 入   ８５，２５９，３６９円 

 支 出   ８６，６２８，１０３円 

 収 支   △１，３６８，７３４円 
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利 用 実 績 

年間利用者数（令和元年度・令和２年度は直営） 

 令和元年度  １１４，１６３人 

 令和２年度   ６０，７３３人（前年度比 ５３，４３０人減） 

  令和３年度   ５８，５７５人（前年度比  ２，１５８人減） 

 

 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 使用許可、使用許可の取消し、特別の設備の設置許可等に関すること。 

   イ 利用料金の徴収・減免・還付等に関すること。 

   ウ 施設等の維持管理に関すること。 

   エ その他、事業の運営に関すること。 

 

 ４ 収支状況                               （単位：円） 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

利用料金収入 ９，０００，０００ ８，０１３，６２９ △９８６，３７１ 

指定管理料 ７７，０００，０００ ７７，０００，０００ ０ 

委託・提案事業収入 ２６１，０００ ２２７，８６０ △３３，１４０ 

その他収入 ０ １７，８８０ １７，８８０ 

収入 計 ８６，２６１，０００ ８５，２５９，３６９ △１，００１，６３１ 

人件費 ３０，１００，０００ ３０，９２８，６３２ ８２８，６３２ 

消耗品費 １，００２，０００ ５２８，９５３ △４７３，０４７ 

燃料費 ５５，０００ １６，８７２ △３８，１２８ 

印刷製本費 ５５０，０００ ４３７，０７０ △１１２，９３０ 

光熱水費 ５，５００，０００ ３，１３５，９１０ △２，３６４，０９０ 

修繕料 ２，１４８，０００ ２，３０８，２５１ １６０，２５１ 

通信運搬費 ４２８，０００ ２４６，５３０ △１８１，４７０ 

手数料 １９７，０００ ３６，３００ △１６０，７００ 

保険料 ４６８，０００ ５５８，７８０ ９０，７８０ 

委託料 ３６，３７８，０００ ３６，４２３，３７１ ４５，３７１ 

賃借料 １，８１２，０００ ４７３，４６５ △１，３３８，５３５ 

その他 ３，９９５，０００ ３，３８７，０２２ △６０７，９７８ 

委託・提案事業費 ３，９３１，００７ ５，５３７，４３２ １，６０６，４２５ 

一般管理費 ３，５５１，０００ ２，６０９，５１５ △９４１，４８５ 

支出 計 ９０，１１５，００７ ８６，６２８，１０３ △３，４８６，９０４ 

収  支 △３，８５４，００７ △１，３６８，７３４ ２，４８５，２７３ 
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第３ 監査の着眼点 

１ 想定されるリスクからの着眼点 

  事務事業におけるリスクについて事前調査でのリスク評価や聞き取りにより設定した。 

●指定管理者【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団】 

 （１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われ

ないリスク 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

●所管所属【シティプロモーション部 文化課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

（３）指定管理料の算定及び支出の手続におけるリスク 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）・合規性等の視点からの着眼点 

   事務事業の合規性や正確性のみならず、経済性、効率性、有効性の視点等から設定した。 

 

第４ 監査の結果 

   上記の着眼点に基づき監査を行った結果、次のとおり、内在するリスクや事務の一部に是正

又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意

するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく報告されたい。 

 

１ 想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果 

【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団】 

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

◆施設が、関係法令、条例等の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって適切に管

理されず、安全性が不十分となっていないか。具体的には、使用者の安全や施設の景観を

損なうような状況が発生していないかを適宜確認し、何かあれば速やかに対処されている

か、協定書等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 電気・機械設備等定期点検、消防用設備等の点検といった法定点検、館内施設の保

守点検、清掃、修繕が必要となった箇所への対応等を適宜実施し、協定書等で定めら

れた義務の履行についても確実に行っている。この点について、所管部局の実査やヒ

アリングにより確認を受けている。 

 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われな

いリスク 

◆利用料金を指定管理者が設定する場合、あらかじめ市の承認を得ているか。また、施設の

使用許可、利用料金の収納や減免、還付等の手続が適正に行われているか。 
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    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

× 四日市市三浜文化会館（以下「三浜文化会館」という。）の利用料金額については、

三浜文化会館条例施行規則第９条第１項に定めるとおり、同規則別表に定める額を上

限としており、実際には指定管理者制度導入前の金額と同額に設定されている。設定

時には、市の所管部局と協議のうえで、従前と同額とする旨を決定しているとのこと

であるが、同規則第９条第２項に定める利用料金承認申請書を市長へ提出してその承

認を受けるという手続きが取られていなかった。 

 

    指 摘 

  利用料金額の設定にあたっては、同規則に定める承認の手続きを適正かつ速やかに

行うこと。 

 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

◆施設の管理に係る収支会計処理は、証拠書類を整えた上で適切に行われているか。指定管

理業務に関する会計が、指定管理者の団体としての業務に関する会計とまとめて会計管理

されたり、指定管理料が団体としての業務の経費と混同されたりしていないか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

× 施設管理業務に係る収支と、団体としての業務に関する収支は明確に分けられてお

り、所管部局による内容の確認を受けている。 

  ただし、現金の取り扱いにおいて、現金出納簿が作成されていないものが一部見受

けられた。 

 

    指 摘 

  施設での現金管理においては、利用料金のみならず、委託・提案事業の参加料につ

いても適切に現金出納簿を作成し、事故のないよう厳格に管理を行うよう速やかに改

めること。 

 

 【シティプロモーション部 文化課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

◆ 指定管理者の指定において、法、条例等に基づいた、適正・公正な指定が行われず、偏っ

た視点で指定されたり、当該施設の目的やコンセプトに沿った管理運営を行うにあたり

不適当な団体が指定されたりするリスクはないか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 指定管理者の選定については、令和２年度において、四日市市公の施設に係る指定

管理者の指定の手続等に関する条例第２条第２項第１号に基づき公募によらない特定

した候補者として選定し、指定管理者選定委員会の審査の結果、当該団体が指定管理

者に選定されている。 
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（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

◆指定管理者への指導監督は適正に行われているか。モニタリング評価は適切に行われてい

るか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 指定管理者から、月次報告書、年次報告書等を受理し、ヒアリングや協議も行った

り、適宜施設を訪問したりして、適切に業務の履行確認を行っている。 

モニタリング評価は、マニュアル及び実施手順書に基づき適切に行っている。 

 

（３）指定管理料の算定及び支出の手続におけるリスク 

◆指定管理料は、年度協定書、仕様書等に定める指定管理業務内容を実施する上で適正な金

額を見積もって算定されているか。指定管理料の支出の手続は、年度協定書、仕様書等に

規定されたとおり行われているか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 指定管理料は、実績金額をもとに、必要な指定管理業務内容に見合うように算定し

ているとのことである。 

  指定管理料の支出の際は、年度協定書、仕様書等で定めた手続をとっている。 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果 

 【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団】 

    意 見 

① コロナ禍における施設の活用のための取り組みについて【住民福祉向上の視点】 

新型コロナウイルス感染症の影響によって、市の対応方針によって貸館に制限が設

けられたほか、中止となった事業もあり、施設の利用者数の減少がみられる。こうし

た状況において、施設へ集客せずに動画配信によって事業を行ったり、利用者懇談会

をオンラインで開催するなど、コロナ禍においても利用者サービスの向上に向けた取

り組みを実施している。今後も文化・芸術の振興を進めていくにあたり、ＩＣＴの活

用などにも積極的に取り組み、利用者が活用しやすい事業や環境づくりに努めること。 

② 利用料の収納等におけるキャッシュレス決済の活用について【効率性の視点】 

貸館利用等における利用料金の収納については、規則上の制限もあってキャッシュ

レス決済の導入は行われていないとのことであるが、全国的にはキャッシュレス決済

の普及が進んでいる状況にある。法的根拠を再度確認し、利用者の利便性の観点から

も、四日市市文化会館等ともあわせて活用の検討を進めること。 

③ 適正な事業報告書の作成について【効率性の視点】 

令和３年度の事業報告書に記載されている正味財産増減計算書には、指定管理上の

委託・提案事業に係る収入・支出が計上されておらず、四日市市文化会館の収支に計

上されているとのことである。事業報告書の作成・提出にあたっては、所管所属と指

定管理者が連携して十分に内容の確認を行い、適正な事業報告書の作成に努めること。 
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④ 経費の削減について【経済性の視点】 

令和３年度の電気料金については、入札の結果、安価に抑えることができたが、昨

今の光熱費等の高騰の影響から、今後も低額の電気料金を維持することは困難と想定

される。様々な状況を見つつ、少しでも安くなるよう節約をしながら、経費削減に努

めること。 

     ⑤ 適切な備品管理について【有効性の視点】 

備品について市から貸与されているものが多く、指定管理開始時においてはしっか

りと確認を行っているが、今後も市の備品、財団の物品の区分を明確にするなど、適

切な管理に継続的に努めること。 

     ⑥ 三浜文化会館の効果的なＰＲについて【有効性の視点】 

三浜文化会館のＰＲについては、市のシティプロモーション部や四日市市文化会館

とも連携をとりながら、ホームページやＳＮＳの活用等に積極的に取り組み、広く効

果的な情報発信に努めること。 

     ⑦ インボイス制度への適切な対応について【有効性の視点】 

       令和５年１０月から開始されるインボイス制度に対し、インボイスの発行事業者登

録は完了しているとのことであるが、関係する事業者の登録確認を行うなど、制度開

始に向けた準備を適切に実施すること。 

 

 

 【シティプロモーション部 文化課】 

    意 見 

① 施設への冷暖房の整備について【住民福祉向上の視点】 

三浜文化会館は、旧小学校を活用した施設であることから、冷暖房が備わっていな

い部屋も見られる。一度に整備することは困難とは思うが、利用者の増加にもつなが

ることから、教育機関も含めた市の他の施設への整備状況もみながら、冷暖房設備の

導入について検討すること。 

     ② 先進的な事例研究について【有効性の視点】 

文化会館等の施設の指定管理については、現在は公募によらない特定による選定を

行っているが、民間へ委託している自治体も含め、他市町の先進的な事例を取り入れ

ることができないか、研究を行うこと。 

 

 

 【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団・シティプロモーション部 文化課】 

    意 見 

     ① 指定管理者による適切な施設管理とその確認について【有効性の視点】 

四日市市文化まちづくり財団は、三浜文化会館以外の指定管理も行っており、スムー

ズに業務を行うことができる一方で、市と指定管理者の間には適切な緊張感が保たれ

るべきである。市の備品、財団の物品の管理を含め、業務が適切に行われているかの

確認を、所管課がいかに効率的に行うかということを意識しつつ、遺漏のないような

形での指定管理業務の実施に、所管課・指定管理者双方で協力して取り組むこと。 
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     ② 指定管理制度導入に伴う新たな取り組みについて【有効性の視点】 

三浜文化会館は令和３年度から指定管理制度を導入したが、指定管理制度の利点の

１つに、従来の市直営ではできなかったことを新たに実施できるという点が挙げられ

る。開館日や利用時間を含め、市民サービスの向上に向けて従来とは異なる取り組み

についても積極的に挑戦するよう努めること。 

③ 事業収支における実施計画と指定管理料の適切な算定について【経済性の視点・効

率性の視点】 

       令和３年度の事業の実施計画においては、支出が収入を上回っており、指定管理料

では必要な経費を十分に賄えないような状態であると認識できる。実際に事業計画を

立てる際には、真に必要な事業内容であるかを十分精査するとともに、必要な事業が

行えるよう、適切な指定管理料の算定に努めること。 

④ 広場（旧運動場）の活用について【有効性の視点】 

三浜文化会館の駐車場は四日市市文化会館と比べると少なく、利用者の増加という

点では支障となっている。新たに設置された東西駐車場の連絡路は広場の南寄りに位

置しており、利便性の向上には課題が残る。広場を駐車スペースとして活用すること

について、所管課と指定管理者とで整理を行い、利便性の向上に努めること。 

⑤ 三浜文化会館についての表現について【有効性の視点】 

三浜文化会館について、「第２の文化会館」と表現されることがあるが、芸術・文化

全体を三浜文化会館で表現することは、規模の面から言っても難しいと考えられる。

「第２の文化会館」との表現については、再度検討を行うこと。 
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